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第4次マネーロンダリング指令による主な変更点の一つとして、最終受益所有者および欧州全
域の統制について情報公開することが新たに義務付けられます。この第4次指令は、2017年6
月から欧州経済領域（EEA）全域の全企業•団体に影響を及ぼします。

この指令は、EEAのマネーロンダリング防止、脱税
防止、テロ資金供与防止の体制強化を目的として
信頼性と透明性を向上させるという幅広い政策の
一環を成すものです。

この指令では「最終受益所有者（UBO）」の定義が
広義で、事業に対する持分を直接または間接に所
有しない個人も含まれる可能性があるため、義務
の対象も広くなります。会社、有限責任事業組合
（LLP）、および類似の事業主体形態の全てに一律
に適用されます。
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事業主体の10%超を直接または間接に所有する
株主も対象に含めるという提案があります。

違反すれば、罰金や刑事制裁が課され、評判が
毀損されます。

厳密なルールやプロセスはEEA31か国それぞれ
で異なるため、現地の詳細知識が必要になります。

規制を確実に遵守するには、正確かつ最新の情
報を開示することが極めて重要です。
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当社では、EEA31か国全てを網羅する

世界最大の専門サービスネットワーク

を利用して、以下のサポートをご提供で

きます。

•	 指令で定められたルールの影響と

EEA内企業への適用について、国

別に分析

•	 	各領域での開示義務と報告義務に

ついて、ニーズに合わせた報告書を

作成

•	 	現地での提出と、指令の確実厳守

のための適切な記録簿管理を支援

•	 	EUまたは全世界レベルで現行の遵	

方針、手続き、内部統制の評価見直

しや実施
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